
様式第９号

指 名 停 止 措 置 の 概 要

１．指名停止措置業者名及び住所

指名停止措置業者名 住 所 業者番号

① 株式会社 織田興業 埼玉県八潮市中央１－３－１３ １－００５５１１

② 佐藤建設工業 株式会社 埼玉県草加市高砂２－１０－１８ ３－９０４００８

③ 須合建設 株式会社 埼玉県三郷市三郷１－２３－８ ３－９０４１４１

④ 株式会社 潮 埼玉県八潮市中馬場２８ ３－９０２４２４

２．指 名 停 止 措 置 期 間

①～③の者 平成２０年１１月２８日 ～ 平成２１年 ５月２７日（６ヶ月）

④の者 平成２０年１１月２８日 ～ 平成２１年 ８月２７日（９ヶ月）

３．指名停止措置の適用範囲 茨城県が発注する建設工事

４．事実概要

埼玉県越谷県土整備事務所が平成１９年１１月に実施した側溝整備工事の入札について，平成２０

年１０月１０日に(株)織田興業及び佐藤建設工業(株)の使用人が競売入札妨害（談合）罪で逮捕され，

また同年１０月２４日には(株)潮の役員及び須合建設(株)の使用人が同罪で起訴された。

５．指名停止理由

役員又は使用人が競売入札妨害（談合）罪の容疑により逮捕又は起訴されたことは，「茨城県建設工

事等請負業者指名停止等措置要領」（平成６年７月１４日付け監第６９２号。以下「指名停止等措置要

領」という。）別表第２（談合及び競売入札妨害）の第９号に該当する。

＜指名停止等措置要領別表第２＞

措 置 要 件 期 間

（談合及び競売入札妨害）

９ 有資格業者である個人，有資格業者の役員又はその使用人が談 逮捕又は公訴を知った日から

合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され，又は逮捕を経ないで ６ヶ月以上１２ヶ月以内

公訴を提起されたとき。

問 い 合 わ せ 先

茨城県土木部監理課建設業担当

茨城県水戸市笠原町９７８－６

電話 ０２９－３０１－４３３４（ダイヤルイン）


